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平成19年に所得が減り
所得税がかからなくなった方
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還付を受けられます市・県民税
相　当　額
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開かれた市政を目指して

21

平成19年度市・県民税の課税所得金額（※）
（申告分離課税分を除く）

｢所得税との人的控除額の差
（表2）｣の合計額

平成20年度市・県民税の課税所得金額
（申告分離課税分を含む）

｢所得税との人的控除額の差
（表2）｣の合計額

〔表1・対象となる方〕

対象は次の①と②の両方を満たす方です。

① が より大きい

② が 以下である

※課税所得金額…所得金額から基礎控除や扶養控除などの所得控除を差し引いた額

2
　

27 26 1

40 30 10

27 26 1

35 30 5

27 26 1

38 33 5

48 38 10

38 40 38 33 5

40 45 36 33 3

38 33 5

63 45 18

48 38 10

58 45 13

35 23 12

38 33 5

税源移譲後の税率を適用し、
調整控除を行った後の税額

税源移譲前の税率を
適用した税額

〔表3・計算方法〕
19年度の合計課税所得金額について、

から を差し引いた額を減額します。

※納付済みの場合は還付します
※合計課税所得金額＝所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の
　合計（課税長期譲渡所得金額等の分離課税にかかる課税所得金額は、含まれません）
※19年中に亡くなった方や海外転出で20年１月１日現在国内に居住していない方は、適用されません
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税源移譲により増額となった
住民税相当額が還付されます。
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必ず
　　申告を！

期間は

　7月1日～31日
土日祝除く

プライバシー保護のために

えびなカード


